
生駒市規則第１５号 

 生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

施行規則をここに公布する。 

  令和元年９月２７日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する

条例施行規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用

者負担に関する条例（令和元年８月生駒市条例第１２号。以下「条例」とい

う｡)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例によ

る。 

 （世帯の状況に変更があった場合の利用者負担額の変更等） 

第３条 市長は、子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号

）第７条第１項の規定により、教育・保育給付認定保護者に対し、利用者負担

額に関する事項を通知した後において、当該教育・保育給付認定保護者の属す

る世帯の状況について変更があったときは、その変更の内容により、階層区分

の認定を変更し、及び当該利用者負担額を変更することができる。 

 （所得を判断できない場合等の階層区分の仮認定） 

第４条 市長は、教育・保育給付認定保護者から子ども・子育て支援法（平成２

４年法律第６５号）第２２条の規定による利用者負担額の算定のために必要な

事項についての届出がないとき、又は当該事項について公簿等によって確認す



ることができないときは、当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の前年

の９月以後の期間に係る階層区分の認定の状況その他当該世帯の事情を勘案

し、階層区分の仮認定を行うものとする。 

 （利用者負担額の減免） 

第５条 条例第４条の規定による利用者負担額の減免は、次の各号に掲げる場合

に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。 

 (1) 教育・保育給付認定保護者の属する世帯（Ｃ２階層からＣ１ ８階層までの

いずれかの階層に該当する世帯に限る｡)に係る利用者負担額の減免に係る申

請を受理した日（以下「申請日」という｡)の直近３月分の収入により推定さ

れる１年間の所得が、その前年分の所得（当該申請日が４月から８月までの

日である場合は、前々年分の所得）と比較して６割未満になると推定される

場合 ５割減額 

 (2) 教育・保育給付認定保護者の属する世帯（Ｃ１階層からＣ１ ８階層までの

いずれかの階層に該当する世帯に限る｡)が、災害によりその居住する家屋に

甚大な損害を受けた場合 全壊、全焼又は流失にあっては全額、半壊又は半

焼にあっては５割減額 

２ 条例第４条の規定により減免を受けようとする者は、利用者負担額減免申請

書（別記様式）を市長に提出しなければならない。 

３ 前項の利用者負担額減免申請書には、第１項第１号の規定に該当する場合に

あっては申請日の直近３月分の世帯の収入を証明する書類を、同項第２号の規

定に該当する場合にあってはり災証明書を、それぞれ添付しなければならな

い。 

４ 市長は、第２項の規定による申請があったときは、減免の可否を決定し、当

該申請をした者に通知するものとする。 

（利用者負担額の還付） 



第６条 条例第５条の規定により利用者負担額を還付できる理由は、特定教育・

保育施設に在籍している小学校就学前子どもが病気等により、１月内に連続１

０日以上当該特定教育・保育施設を欠席したこととする。 

 （規則で定める生計を一にする子） 

第７条 条例別表備考第６項第１号の規則で定める生計を一にする子は、当該年

度（４月分から８月分までの利用者負担額にあっては、前年度）の初日の属す

る年の前年の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３１３条第２項に規定

する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が３８万円以下の子

であって、他の者の控除対象配偶者（同法第２９２条第１項第８号に規定する

控除対象配偶者をいう｡)又は扶養親族（同項第９号に規定する扶養親族をい

う｡)とされていない２０歳未満のものとする。 

 （施行の細目） 

第８条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

 （生駒市立幼稚園保育料徴収条例施行規則の廃止） 

２ 生駒市立幼稚園保育料徴収条例施行規則（平成１３年６月生駒市規則第１７

号）は、廃止する。 

   



別記様式（第５条関係） 

 

利用者負担額減免申請書 

 

年  月  日  

 

園児又は児童名 

保 護 者 名          ㊞  

 

 

 次の理由により利用者負担額の減免を申請します。 

  




